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環境物品貿易の環境効果―環境技術の国際的普及に注目して	 

 

日野道啓（鹿児島大学）* 

 

Ⅰ.	 はじめに 
 

	 本報告の目的は、環境技術を体化した環境物品貿易による環境効果を実証的に分析する

ことである。貿易によって生じる効果の検証は、貿易促進の意義をより確かなものにする

と同時に、政策立案のためのエビデンスになるものである。本報告が注目する環境効果と

は、環境技術の移転および定着をさす。技術移転とはさまざまな主体に同一の技術が広ま

る現象であり、一方、技術定着とは単一の主体が学習の結果、新たな技術を利用できるよ

うになる現象である1。なお、本報告の具体的な課題は次の 2つである。第 1に、環境物品

の貿易促進を導く自由化効果の検証である。第 2 に、環境物品貿易（貿易を通じた技術移

転）による定着効果の検証である2。なお、本報告では、環境物品の自由化候補品目を定め

た複数のリスト案を用いて分析する。 

	 環境物品とは、「環境負荷の低い財、または環境対策に必要な財」（具体例：風力発電機、

温度計測機等）をさし、環境技術が体化されたものである。その自由化交渉は、1990年代

後半から開始した。WTO を舞台にした 10 年を超える交渉では、新しい知見や論点を提示

したものの、先進国および途上国の対立3が解消せず、他の交渉テーマと同様に停滞してい

る。環境物品の特定化に向けた案は数多く出されているが、品目案および特定化方法もま

だ確立されていない。しかし、自由化への期待は、米国・中国等の主要国を中心に年々高

まっている。事実、APEC に協議の舞台を移した後、環境物品の自由化候補品目を定めた

リスト（第 2の APECリスト。以下、「A2リスト」と記す）の合意に至り、2014年からは、

米国・EU・中国・日本等の主要国を含む 14 カ国・地域の有志国で複数国（プルリ）交渉

が開始された。 

	 現状の環境物品貿易に関する実証分析の中心的な成果は、貿易のデータ分析である。

UNCTAD［2003］や WTO Secretariat［2004］が初期の成果であるが、近年の代表例だ

けでも、Kuriyama［2012］が主要なリスト案を用いて、Vossenaar［2013］が「A2リス

ト」を用いて分析している。一方、グラビティモデルを利用した貿易額の決定に関する分

析は、Ratnayaka et al.［2011］、Matsumura［2016］、羽田・井尻［2016］がある。Ratnayaka 

et al.［2011］は気候変動対応物品および技術（climate-smart goods and technology：CSGT）

を対象として、Matsumura［2016］は主として「A2リスト」を対象として、そして羽田・

井尻［2016］は知的所有権の制度がもたらす影響に注目して、それぞれ分析している。輸
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入の要因分析については、Avery and Boadu［2002］、Jha［2008］がある。本報告は、輸

入を技術移転の経路とみなす。したがって、Avery and Boadu［2002］、Jha［2008］の分

析が参考になる。 

	 表 1は、先行研究の内容を整理したものである。Avery and Boadu［2002］は、17カ国

のアジア太平洋地域を対象として、環境物品の輸入弾力性を検証し、米国の環境物品の輸

出可能性について検討している。Jha［2008］は、32 の途上国を分析対象として、自由化

効果および援助などの効果を検証している。注目すべき点は、自由化効果をめぐる結論が

異なる点である。Avery and Boadu［2002］は、関税や非関税障壁等の程度を示す「経済

的自由指数（index of economic freedom）」の改善による輸入増大を確認し、一方、Jha［2008］

では、関税効果が予想に反して確認されていない4。この点の検証は、残されて課題となっ

ている。そして、さらに次の 3 点の検証も必要である。第 1 に、両分析が、自由化効果の

検証しかしていない点である。自由化効果とは関税および非関税障壁の削減・撤廃による

貿易促進効果をさすが、貿易それ自体が当該国の経済パフォーマンスに及ぼす効果（貿易

効果）の検証はなされていない。第 2 に、環境物品としての候補案を記したリスト案ごと

の効果の違いの検証である。両分析は、単一のリスト案のみを用いている5。しかし、案自

体は、複数の国際機関および主要国によって作成されている。それぞれの案は、作成主体

の意図を強くあるいは弱く反映したものになっている6。したがって、複数の品目案を用い

て総合的に分析することで、特定の傾向に傾斜しない結果を導出できると考えられる。第 3

に、先進国・途上国別の傾向の検証である。Jha［2008］は、途上国のみを対象としていた。

また、Avery and Boadu［2002］においても、先進国・途上国別の検討はなされていなか

った。 

	 本報告の構成は次の通りである。第Ⅱ節では、本研究で用いるモデルの概要を示し、仮 

 

表 1	 先行研究の整理 

 目的 リスト案 被説明変数 モデル 主要な変数 結論 

Avery and 

Boadu

［2002］ 

輸入弾力性の

検証 

米国商務省の

定義 

 

アジア太平洋

地域 17 カ国の

輸入額 

プ ー リ ン グ

OLS・PK モデ

ル 

経済自由度指数、

政治的権利・市民

自由指数 etc. 

経済自由度の

改善は、輸入を

大きく伸ばす。  

Jha［2008］ 自由化効果の

検証 

 

フレンドリス

ト 

 

32 の途上国の

輸入額・輸出額 

プ ー リ ン グ

OLS・PK モデ

ル 

関税、EPI 、

FDI、技術援助 

etc. 

関税削減効果

はあまり大き

くない。  

（出所）Avery and Boadu［2002］、Jha［2008］より作成 
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表 2	 3リストの HSコード比較 

リスト名 OA A2 J 

OA 161（124） 37［22.9］ 0［0.0］ 

A2 37［69.8］ 53（16） 0［0.0］ 

J 0［0.0］ 0［0.0］ 56（56） 

      	 （注 1）「OA」とは OECDリストと A1リストを合計したもの、「J」とは日本が提示した省エネ 

	 	 	 	 	 	 	 	 機器リストである。 

      	 （注 2）数字は重複する HS数、［］は重複率、イタリック文字は各リストの HS数、（）はオリ 

	 	 	 	 	 	 	   ジナルの HS数。 

      	 （出所）日野［2014］の表 2を一部修正 

 

説・方法・データを説明する。第Ⅲ節では、計量分析の結果を示し、それに付随する諸問

題について検討する。第Ⅳ節では、本報告の結論および今後の課題を述べ、むすびとする 

	 

	 

Ⅱ.	 仮説、方法、データ	 

 

1. 対象国と貿易データ 

	 本報告の分析対象国と貿易データのソースをまず明確化しておこう。 

	 分析対象国は、先進国および途上国を含んだ 31 カ国7である。複数国間交渉に当初から

参加した 14 カ国8をまず選定し、そしてサンプル数を増やすために貿易の取引量の多いア

ジア諸国・新興国9を加えた。これらの国・地域を取り上げる意義は、第 1に、貿易量が多

いため、環境物品貿易の効果を判断しやすい点、第 2 に、自由化をめざすアジア太平洋地

域の国々を多く含み、自由化交渉の要となる国々である点、そして第 3 に、国内のデータ

にアクセスしやすい点である。 

	 貿易データの計測には、3つリスト案を利用して、合計 4種類のデータを使用する。それ

ぞれのリストは、HS6 桁分類を用いて品目を特定化している。本報告では、すべての品目

を HS2012 に変換して、各リストの貿易データを集計する（それぞれの HS コードの内容

の比較については表 2を参照）。 

	 第１のデータは、OECDリストと第 1の APECリスト（以下では「A1リスト」と記す）

で特定化された品目類（OA）である。OECD リストと A1 リストは、90 年代後半に作

成されたリスト案であり、各国が独自に作成したリスト案のベースになったもので
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ある。いわば、リスト案の原典であり、かつ基本案である。このリストを用いる理

由は、①として、特定国の利益に傾斜していない、比較的中立的なリストと考えら

れるからである 10。②として、環境物品貿易の全体像の把握に適しているからであ

る。近年のリスト案の傾向として、不必要な見解の衝突を避けるために、あるいは

特定の分野の自由化を優先するために、少ない品目数を提示する形式が定着してい

る。その点、OA は、バランス良く品目案を網羅している。第 2 のデータは、A2 リ

スト（A2）である。国際間の協議によって作成された最新のリストであり、複数国

間交渉で自由化が目指されている品目類である。また、近年の主要なリスト案の内

容をコンパクトにまとめたものである（日野［2014］）。第 3 のデータは、日本が作

成した省エネリスト（J）である。温室効果ガスの削減効果をもつ省エネ家電のみ

で構成される、非常にオリジナリティの高いものとなっている。第 4 のデータは、

上記の 3 データの合計値（SUM）である。データは、PC-TAS（HS Revision2：

2006-2010 版、2007-2011 版、2008-2012 版、2009-2013 版）から入手した。  

	 分析期間は、2006〜2012 年とする。データに制約があるものの、可能な限り最

新のデータを使用している。Avery and Boadu［2002］の分析期間は、90年代前半から

中葉にかけての 5 年間である。Jha［2008］の分析期間は明示されていないものの、出版

時期とデータのソースから判断して 2000年代前半を想定できる。 

	 貿易の状況を確認しておこう。図 1は、3リスト別の輸入額の推移である。特筆すべきは

次の 2点である。第 1に、Jは品目数が少ないにも関わらず、貿易額が最も多い。2012年

の輸入額は、対 OAの約 2.5倍そして対 A2の約 4倍である。第 2に、2009年の輸入額は

3リストともに落ち込んでいる。これは、リーマンショックによる世界的不況のためである 

 

図 1：リスト別の 31カ国の輸入額（10億ドル） 

 

	 （出所）HS Revision2（2006-2010 版・2007-2011 版・2008-2012 版・2009-2013 版  

	 	 	   より作成  
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表 3：2006-12年の総輸入額の上位 10カ国（10億ドル） 

SUM OA A2 J 

米国：2699.4 

中国：1462.2 

ドイツ：1184.5 

イギリス：691.2 

フランス：662.6 

カナダ：550.1 

イタリア：546.2 

日本：499.3 

韓国：409.7 

ロシア：342.1 

米国：626.2 

中国：447.9 

ドイツ：381.2 

韓国：193.2 

フランス：181.5 

日本：174.8 

イギリス：158.2 

カナダ：149.4 

メキシコ：142.4 

イタリア：141.2 

中国：630.5 

米国：316.6 

ドイツ：245.1 

韓国：146.2 

日本：110.1 

メキシコ：93.5 

イタリア：86.9 

イギリス：82.3 

フランス：81.6 

シンガポール：73.7 

米国：1786. 

中国：383.8 

ドイツ：558.1 

イギリス：450.7 

フランス：399.4 

カナダ：329.1 

イタリア：318. 

日本：214.4 

豪州：188.4 

ロシア：197.6 

	 	 	 	 	 	 	 	 （注）下線を引いた国は、途上国に分類される国である。  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （出所）図 1 と同じ  

 

図 2：IMSUMの先進国合計と途上国合計の比率の推移（%） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（出所）図 1 と同じ  

 

図 3：IMA2の先進国合計と途上国合計の比率の推移（%） 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （出所）図 1 と同じ  
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と考えられる。 

	 続いて、国別の傾向をみておこう。表 3 は、それぞれのリストの分析期間内の輸入額合

計の上位 10カ国を示している。いずれのリストも上位国の多くは、先進国である。しかし、

A2に関しては、最大輸入国が中国であり、韓国・メキシコ・シンガポールが上位国に入っ

ている。途上国の存在感が大きい。3リストの輸入合計額をみると、米国が 1位・中国が 2

位であり、それ以下は EU諸国となっている。日本は 8位に位置している。	  

	 最後に、（本報告で取り上げる 31 カ国を対象とした）先進国および途上国別の傾向をみ

ておこう。図 2 にある通り、輸入額の過半数は先進国向けである。ただし、先進国の比率

は年々減少傾向にあり、その一方で途上国の比率は増加傾向にある。途上国の輸入市場は、

先進国市場以上の伸びを示している。3 リストのなかでも、その傾向がより顕著なのは A2

である（図 3参照）。2009年を境に、先進国と途上国の比率が逆転している。途上国の A2

に対する需要の高さと、途上国市場の重要性を確認できる11。 

 

2. 仮説および変数 

	 環境物品と環境技術の関係については、Stern［2007］が取り上げて以降、世界的に注目

されている。日野［2012］は、環境物品に体化された環境技術を定義し、主として消費活

動に及ぼす効果に注目して仮説を整理・検討していた。また、日野［2014］では、消費活

動に限定されない、生産活動を含めたより一般化させた環境物品貿易の効果に関する仮説

を提示していた。 

	 上記の成果を利用して本報告で取り上げる仮説を整理すると、次の 2 点に要約できる。

第 1 に、環境物品のリスト案ごとに、環境技術の定着と移転を生じさせる「誘発」の程度

が異なる。なお、「誘発」とは、経済的インセンティブによって納得しうる説明が与えられ

る知識の利用をさす（日野［2014］）。貿易自由化にともなう主体の行動の変化とその影

響の程度を把握するための概念である。「誘発」は、自由化効果によって刺激された消費

および生産活動や何らかの行動（自由化効果によって生じたものを含む）による学習の結

果生じる。その代表的な現象は、技術の移転（さまざまな主体に同一の技術が広まる現象）

および技術の定着（単一の主体が学習の結果、新たな技術を利用できるようになる現象）

である。環境物品には環境技術が体化されており、その取引自体が技術移転である。した

がって、自由化効果によって、技術移転が促進されると予想される。くわえて、環境物品

貿易それ自体が、それを活用した消費および生産活動を通して、環境技術に関する学習機

会を提供するため、技術の定着を促すと考えられる12。第 2に、「誘発」は、自由化効果よ

りも学習効果による行動の変化によって生じやすい。学習効果は、価格の変化に影響され

ず、継続的に生じるためである。 
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	 本報告では、上記の仮説を検証するために、次の 2つの被説明変数を使用する。第 1に、
環境物品の輸入額であり、第 2に、EPI（Environmental Performance Index：環境パフォ

ーマンス指数）である。前者の変数は、技術移転に関する代理変数として利用する。輸入

には、周知の通り、「発展促進効果」（Hirschman［1958］）がある。輸入の規模は、国内の

当該財の需要規模を的確に表すと同時に、国内での供給能力の不足の程度も示す。供給不

足の発生は、満たされない需要の存在（利殖の潜在的機会）を知らせるものであり、当該

財生産のインセンティブを提供する。くわえて、輸入は、デモンストレーション効果をも

ち、輸入財の消費を通じて、他国の生活様式の波及の経路となる。したがって、当該国の

生産および消費活動に影響を及ぼしえる経済活動である。 

	 EPI は、技術定着に関する代理変数として利用する。EPI とは、イェール大学環境法・

政策センターとコロンビア大学国際地球科学情報ネットワークセンターが共同プロジェク

トで作成したものである。当該国の環境データを示す 20前後の指標に基づき作成されてお

り、当該国の環境パフォーマンスを多角的に示す指数である。0 から 100 の値をとり、値

が高いほどパフォーマンスが高いことを意味する。当該国の環境技術の活用の程度を包括

的に把握できるものであり、生産活動に限定されず、消費活動の結果・効果も判断できる。

データは、2006、2008、2010、2012、2014 年に、それぞれ公開されている。各版によっ

て、分析対象となる指標が必ずしも一致していない。したがって、長期の動向の把握にや

や難点がある。その点、2014年版で発表された“Back-casted” Scoresでは、2014 EPI の

フレームを利用して、2002 年から 2012 年までのパフォーマンスを把握できる。本報告で

は、この数値を利用する。データは、HP（http://epi.yale.edu/downloads）から入手した。 

	  

図 4：リスト別の 31カ国の実行税率（算術平均、%） 

 
	 	 	 	 	 	 （注）2010年のイスラエル、2007年および 2012年のトルコ、2007年〜2009年のロシア、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2011年のベトナム、2007年の南アフリカの関税率のデータは欠損している。 

	 	 	 	 	 	 （出所）WTO Tariff analysis Online（https://tao.wto.org）より作成 
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表 4：2012年の主要国の実行税率（算術平均、%） 

OA A2 J 

米国：2.46 

ドイツ：3.05 

日本：3.5 

カナダ：3.92 

メキシコ：6.95 

韓国：10.19 

中国：8.43 

インド：8.17 

ロシア：8.22 

ブラジル：12.41 

米国：2.26 

ドイツ：2.28 

日本：0 

カナダ：2.85 

メキシコ：5.6 

韓国：10.05 

中国：7.33 

インド：7.45 

ロシア：4.96 

ブラジル：12.46 

米国：6.89 

ドイツ：7.12 

日本：0 

カナダ：5.19 

メキシコ：19.19 

韓国：12.68 

中国：21.14 

インド：38.03 

ロシア：14.94 

ブラジル：24.7 

先進国：3.06 

途上国：7.13 

先進国：2.31 

途上国：6.23 

先進国：5.46 

途上国：22.18 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （注）トルコの関税率のデータのみ欠損している。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （出所）図 4と同じ 

 

続いて、説明変数について、説明する。本報告で扱う変数は、次の 5つである。第 1は、

関税（Tariff：T）である。関税率は、MFNベースで有税の号（HS6桁分類）の実効税率

を算術平均して算出した。それぞれの貿易データに対応して、3種類（OAT・A2T・JT）、

そしてそれらの算術平均値（AT）の合計 4種類を利用する。データは、WTOの Tariff 

analysis Online（https://tao.wto.org）から入手した。 

  図 4はリスト別の 31カ国の実行税率の推移を示している。輸入額が最も多かった Jの実

行税率が最も高く、OAそして A2の順番で値は低くなっている。表 4は主要国別の実行税

率を示しているが、A2は先進国平均および途上国平均ともに、最も関税率が低くなってい

る。一方で、Jはとくに、途上国の関税率が高く、軒並み 2桁の値となっている。 

	 第 2は、一人当たり実質 GDP（GDP）である。これは、周知の通り、当該国の平均的な

個人の所得水準を示している、所得水準が高いほど、環境への意識が高いと一般的にいわ

れる13。したがって、この値が高い国・地域ほど、環境技術の学習の程度およびその頻度が

高 い と 予 想 さ れ る 。 デ ー タ は 、 世 界 銀 行 の HP

（http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN）から入手した。 

	 第 3 は、対内直接投資（FDI）である。生産技術がもっぱらの対象になるが、FDI は貿



 9 

易とともに技術移転の主要な経路である。資金の移動以外の要素の移転をともなうもので

あり、生産設備の移転だけでなく、技術者の移動による知識の移転が生じる場合もある。

くわえて、90年代以降、FDIが当該国への資本財・中間財の輸入を発生させている傾向も

みられる（石田［2011］）。さて、本来なら、環境関連 FDIとそれ以外を区別することが

望ましいが、データに制約があり困難である。しかし、FDI は、国内投資よりも環境によ

り優しい傾向をもつと広く指摘されている（UNCTAD ［2004］）14。データは、UNCTAD

［2007、2013］から入手した。 

	 第 4は、自由度ランキング（Freedom Ranking：FR）である。国際 NGOであるフリー

ダム・ハウスが作成している。「政治的権利」と「市民自由指数」の算術平均によって導出

される。政治的権利および市民的自由度は、環境被害への対応や環境に優しい社会への移

行を促す「発言」（Hirschman［1970］）のしやすさを表現している。環境物品の使用およ

び環境に関する学習や知識の普及のきっかけとなりえるものである。政治的権利指数およ

び市民自由指数は、それぞれ 1〜7 の値（パフォーマンスが良いほど、その値は低くなる）

をとり、両者の算術平均によって「自由の評価（Freedom Rating）」が算出される。本報

告 で は 、 逆 数 に し て 利 用 す る 。 デ ー タ は 、 フ リ ー ダ ム ・ ハ ウ ス の HP

（https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world）から入手した。 

	 最後に、ダミー変数を利用する。図 1にあった通り、2009年は、リーマンショックの影

響で、世界的に貿易量が減少していた。2009年の場合のみ 1として、他の年数の場合は 0

とする。 

	 さて、本報告では、被説明変数と説明変数間にシンプルな線形関係を仮定する。そして、

変数を対数変換することで、次の 2つの推計式が得られる。 

 

 
ln(IM )it = c+ a1 ln(T )it + a2 ln(EPI )it + a3 ln(GDP)it + a4 ln(FDI )it + a5 ln(FR)it +βDit +uit

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ・・・(1) 
ln(EPI )it = c+ a6 ln(IM )it + a7 ln(GDP)it + a8 ln(FDI )it + a9 ln(FR)it +uit  

・・・(2) 

 

cおよび a1…a８の係数は推計されたものである。i = 1…Nは国・地域を、t = 1…Tは時間、

そして、u = 誤差項をそれぞれ表したものである。それぞれの予想される係数の符号は、

a1とβのみマイナスであり、その他はプラスである。 

	 推計式①では、自由化効果の影響および技術定着による輸入増加の影響を検証する。推

計式②では、技術定着と技術移転の関係をさらに検証すべく、他の変数との比較を通じて、
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分析する。 

	 本報告では、先行研究と同様に、個体効果を考慮しないプーリング OLS を行う。なお、

Avery and Boadu［2002］および Jha［2008］は、「Parks-Kmenta（PK）モデル」を用

いて分析をしている。しかし、周知の通り、PKモデルには、時系列方向のデータ数が横断

面方向のデータ数よりも少ない場合、標準誤差が過少評価されるという欠陥がある（Beck 

and Katz［1995］）。本報告で扱うデータも、先行研究と同様に、時系列方向のデータ数の

方が少ない。そこで本報告では、PK モデルを採用せず、代わりに次のような手法をとる。

第 1 に、系列相関への対処として、自己回帰モデルを利用する。次数の設定については、

より高い非有意な次数を除いていき、最少の有意な次数を選択する。当然ながら、高い次

数の設定は、サンプル数を限定してしまう。各表には、非有意な次数の結果のみと、最少

の有意な次数を利用した結果を明記する。第 2 に、不均一分散への対処として、クロスセ

クションの不均一分散性とクロスセクションの相関を調整した標準誤差（panel-corrected 

standard errors：PCSE）を用いる。 

 

 

Ⅲ. 分析 
 

1. (1)式の推計 

	 表 5-1〜5-2は、①式の推計結果を示している。表 5-1は全体（先進国および途上国）を、

表 5-2は先進国のみ、そして途上国のみの結果を、それぞれ示している。 

	 以上の結果について、特筆すべきは次の 7点である。 

	 第 1に、いずれの推計も、AR(1)のみが有意であり、1次の自己相関を確認できる。した

がって、AR(1)を用いて推計をした。第 2に、Tは、ほとんどのケースで符号がマイナスに

なったものの一部ではプラスとなり、くわえて多くのケースで有意とならなかった。符号

が、予想に反してプラスになったのは、全体を対象にした J、先進国のみを対象にした A2、

そして途上国のみを対象にした J である。一方、予想通りの結果となったのは、途上国の

みを対象にした OAでのみである。符号がマイナスになり、5％水準で有意となった。この

結果は、自由化効果の意義を、部分的に示すものである。ただし、より多くのケースでは

自由化効果は確認できなかった。第 3 に、EPI は、予想通り、多くのケースで、プラスで

有意となった。全体では、OAおよび A2で、それぞれ 5%および 1%水準で有意となった。

同様の傾向は、途上国のみでも確認でき、SUM、OAおよび A2でそれぞれ 10％、1％およ

び 10%水準で有意となった。しかし、先進国のみでは、有意とならず、また予想に反して

符号がマイナスとなった。第 4に、GDPは、予想通り、プラスで有意となった。全体およ
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び先進国のみでは、すべて 1%水準で有意となった。途上国のみでは、A2 のみ有意となら

ず、その他は 1%水準で有意となった。第 5 に、FDI は、ほとんどのケースで、予想通り、

プラスで有意となった。とくに、全体および途上国のみでは、Jを除いて、すべて有意とな

った。先進国のみでも、OAおよび A2が 10%水準で有意となった。第 6に、FRは、予想

通り、ほとんどのケースで符号がプラスになったものの、有意とならなかった。途上国で

は、A2のみ、符号がマイナスとなった。第 7に、ダミー変数は、予想通り、ほとんどのケ

ースでマイナスの符号で有意となった。途上国の A2のみ、有意とならなかった。 

	 以上の結果を解釈する。第 1に、自由化効果よりも技術定着による輸入増加効果の大き 

 

表 5-1	 先進国および途上国：(1)式の計測結果 

  IIMMSSUUMM IIMMOOAA   IIMMAA22 IMJ 

CC  

  

llnnTT  

  

llnnEEPPII  

  

llnnGGDDPP    

  

llnnFFDDII  

  

llnnFFRR  

  

DD  

-14.44** 

(0.02) 

-0.06 

(0.40) 

1.90 

(0.14) 

3.32*** 

(0.00) 

0.02* 

(0.09) 

0.12 

(0.37) 

-0.13*** 

（0.00） 

-12.92** 

(0.02) 

-0.12 

(0.17) 

2.55*** 

(0.01) 

2.34*** 

(0.00) 

0.04*** 

(0.00) 

0.13 

(0.60) 

-0.13*** 

（0.00） 

-15.01** 

(0.04) 

-0.05 

(0.62) 

2.95** 

(0.03) 

2.19*** 

(0.00) 

0.05*** 

(0.00) 

0.08 

(0.81) 

-0.08*** 

（0.00） 

-14.51 

(0.12) 

0.03 

(0.57) 

0.51 

(0.77) 

4.45*** 

(0.00) 

-0.003 

(0.86) 

0.14 

(0.45) 

-0.13*** 

（0.00） 

RR22  0.98 0.98 0.98 0.97 

AARR((11))  

  

AARR((22))  

0.98*** 

(0.00) 

-0.001 

(0.99) 

0.99*** 

(0.00) 

0.09 

(0.37) 

0.98*** 

(0.00) 

0.02 

(0.84) 

0.98*** 

(0.00) 

-0.02 

(0.85) 

NN  166 166 168 166 

（注）***は 1%有意、**は 5%有意、*は 10%有意。括弧内の数字は確率。 



 12 

表 5-2	 先進国のみあるいは途上国のみ：(1)式の計測結果 

  先進国のみ	 途上国のみ	 

  IIMMSSUUMM  IIMMOOAA    IIMMAA22  IMJ IIMMSSUUMM IIMMOOAA   IIMMAA22 IMJ 

CC  

  

llnnTT  

  

llnnEEPPII  

  

llnnGGDDPP    

  

llnnFFDDII  

  

llnnFFRR  

  

DD  

-6.96 

(0.50) 

-0.01 

(0.83) 

-0.68 

(0.76) 

4.01*** 

(0.00) 

0.01 

(0.46) 

0.10 

(0.51) 

-0.13*** 

(0.00) 

-5.02 

(0.54) 

-0.003 

(0.97) 

-0.68 

(0.71) 

3.35*** 

(0.00) 

0.03* 

(0.08) 

0.14 

(0.63) 

-0.11*** 

(0.00) 

-9.68 

(0.38) 

0.04 

(0.76) 

-0.14 

(0.95) 

3.69*** 

(0.00) 

0.04* 

(0.07) 

0.16 

(0.72) 

-0.06* 

(0.10) 

-10.43 

(0.53) 

-0.01 

(0.75) 

-0.86 

(0.81) 

4.81*** 

(0.00) 

-0.007 

(0.75) 

0.04 

(0.84) 

-0.15*** 

(0.00) 

-14.54* 

(0.08) 

-0.15 

(0.40) 

2.84* 

(0.08) 

2.66*** 

(0.00) 

0.07* 

(0.10) 

0.27 

(0.34) 

-0.10** 

(0.03) 

-10.11 

(0.23) 

-0.25** 

(0.05) 

3.24*** 

(0.01) 

1.34** 

(0.02) 

0.08** 

(0.02) 

0.13 

(0.59) 

-0.13*** 

(0.00) 

-3.49 

(0.89) 

-0.11 

(0.49) 

3.14* 

(0.08) 

0.76 

(0.38) 

0.11** 

(0.02) 

-0.27 

(0.54) 

-0.08 

(0.12) 

-23.12** 

(0.05) 

0.24 

(0.19) 

2.81 

(0.19) 

4.14*** 

(0.00) 

-0.0004 

(0.99) 

0.64 

(0.17) 

-0.12*** 

(0.00) 

RR22  0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 

AARR((11))  

  

AARR((22))  

0.98*** 

(0.00) 

-0.14 

(0.42) 

0.98*** 

(0.00) 

0.15 

(0.25) 

0.97*** 

(0.00) 

-0.03 

(0.81) 

0.97*** 

(0.00) 

-0.13 

(0.49) 

0.98*** 

(0.00) 

0.12 

(0.50) 

0.98*** 

(0.00) 

0.11 

(0.48) 

0.99*** 

(0.00) 

0.01 

(0.91) 

0.98*** 

(0.00) 

0.04 

(0.79) 

NN  90 90 90 90 76 76 78 76 

（注）***は 1%有意、**は 5%有意、*は 10%有意。括弧内の数字は確率。 

 

さを確認した。関税が低いほど輸入額が多いという予想通りの結果を確認できたのは、途

上国を対象にした OAのみであった。自由化政策の意義を部分的に確認できたものの、一

般化できる結果は得られなかった。対して、EPIが高いほど輸入が多いことが確認された。

全体では、OAおよび A2、さらに途上国のみではその傾向が顕著であり、J以外のすべて

で確認された。つまり、技術定着が進むほど、技術移転により積極的な傾向が読み取れる。 

さらに、関税に関する弾力性に注目してみても、唯一有意となった途上国のみの OAでは、

関税が 1%減ると輸入を 0.25%増加させるのみである。一方、EPIは、GDPの 1.34%を超
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えて、1%増加すると 3.24%の増大を導く。技術定着には、環境技術に関する学習が必要で

あった。学習作用と「誘発」の関係性を示唆する結果といえる。 

	 そして、この自由化効果をめぐる評価は、Jha［2008］の分析結果を支持する内容となっ

た。途上国のみならず全体としても、同様の傾向が読み取れる。翻って、Avery and Boadu

［2002］の研究内容を確認すると、説明変数である「経済的自由指数」は、貿易障壁以外

のものを含む変数となっている。関税および非関税障壁の程度を測定する「貿易自由度」

以外にも、「投資自由度」、「ビジネス自由度」、「通貨自由度」、「金融自由度」、「労働自由度」、

「財政自由度」、「財産権」、「政府支出」そして「汚職からの自由度」の 10項目からなる。

このような変数の利用に関しては、いくつかの問題点を指摘できる。財産権や政府支出、

汚職等の貿易と直接関連しない要素まで、対象としてしまっている。その結果、WTOの自

由化交渉、あるいは TPP交渉の範囲さえも越えてしまう分野を対象としている。したがっ

て、研究成果を、現実の自由化交渉にフィードバックすることが難しい。 

	 ただし、自由化効果の結果から、自由化が無意味であると結論付けるのは早計であろう。

自由化の作用そのものは否定されたわけでなく、ただ、その他の作用の方が強かったとい

うことである。その原因の①としては、貿易障壁がもたらす影響よりも国内要因の方が強

かったためであろう。実際、国内要因により強い影響を受ける先進国では、関税の符号は

安定せず、有意にならなかった。国内での自給の可能性等が考えられる。②として、関税

データに内在する問題点を指摘できる。関税率の数値は、関税負担を必ずしも正確に表し

ているとはいえない。当然ながら、関税額は、関税率×貿易財の金額によって、算出され

る。負担の程度は、関税率だけでなく、貿易財の金額にも依存する。したがって、関税率

1%の削減による負担の軽減作用は、金額の高い貿易財と金額の安い貿易財では同一でない。

しかし、関税率のデータのみでは、その相違を考慮できない。③として、自由化対象品目

の範囲設定の問題である。リスト案ごとに、自由化効果は一様でなかった。とくに、Jに関

しては、（有意でないものの）関税の符号が、全体および途上国のみのすべてでプラスにな

っていた。また、Jのみ、EPIに関しても、途上国のみそして全体においても、有意となら

なかった。ただし、これは Jの分類の妥当性をめぐる問題というよりも、日本固有の基準

に基づいて判断しているため、既存の国際分類が対応しておらず、貿易量がより過大評価

されるためであると考えられる。くわえて、省エネ家電自体も十分に普及していないこと

も指摘できよう。 

	 FDIに関しては、全体的に、FDIが多いほど輸入が多いことが確認された。途上国では、

その傾向がより強く、重要な学習機会を提供していると考えられる。貿易を通じた環境技

術移転を補完する役割を確認できる。 

	 ダミー変数に関しては、途上国の A2のみ、有意とならなかった。リーマンショック等の
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景気循環に左右されない安定的な輸入需要があることを示唆する。 

 

2.	 (2)式の推計結果	  

	 まず、対象国を明確にしておく。分析期間中に、EPIの改善傾向が観察された 26カ国15を

選定して検証する。 

	 表 6-1および 6-2は、計測結果を示している。特筆すべき結果は、次の 2点である。 

	 第 1に、いずれの推計も、AR(1）が有意であり、1次の自己相関を確認できる。ただし、

途上国を対象にした A2のみ、AR(2)も有意となった。 途上国を対象にした A2のみ AR(2)

を利用して、それ以外は AR(1)を用いて推計をした。第 2 に、技術定着と技術移転の関係

について、改めて、相関関係を確認できた。全体に注目すると、符号が予想通りでかつ、

有意になったのは、A2 のみである。予想に反して、OA はプラスになったものの、有意と

はならなかった。個別のケースをみると、先進国のみでは、輸入はすべてマイナスとなっ 

 

表 6-1	 先進国および途上国：(2)式の推計結果	  

  IIMMSSUUMM IIMMOOAA   IIMMAA22 IMJ 

CC  

  

llnnIIMM  

  

llnnGGDDPP    

  

llnnFFDDII  

  

llnnFFRR  

4.82*** 

(0.00) 

0.01 

(0.19) 

-0.04 

(0.29) 

-0.01 

(0.21) 

0.01 

(0.55) 

4.79*** 

(0.00) 

0.01 

(0.15) 

-0.03 

(0.32) 

-0.01 

(0.16) 

0.01 

(0.60) 

4.79*** 

(0.00) 

0.01** 

(0.03) 

-0.02 

(0.32) 

-0.01 

(0.15) 

0.01 

(0.63) 

4.75*** 

(0.00) 

0.01 

(0.80) 

-0.01 

(0.74) 

-0.01 

(0.32) 

0.01 

(0.54) 

RR22  0.99 0.99 0.99 0.99 

AARR((11))  

  

AARR((22))  

0.99*** 

(0.00) 

0.06 

(0.68) 

0.99*** 

(0.00) 

0.06 

(0.69) 

0.99*** 

(0.00) 

0.12 

(0.41) 

0.99*** 

(0.00) 

0.08 

(0.63) 

NN  147 147 147 147 

（注）***は 1%有意、**は 5%有意、*は 10%有意。括弧内の数字は確率。 
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表 6-2	 先進国のみおよび途上国のみ：(2)式の推計結果	  

  先進国のみ 途上国のみ 

IIMMSSUUMM IIMMOOAA   IIMMAA22 IMJ IIMMSSUUMM IIMMOOAA   IIMMAA22 IMJ 

CC  

  

llnnIIMM  

  

llnnGGDDPP  

    

llnnFFDDII  

  

llnnFFRR  

4.37*** 

(0.00) 

-0.01 

(0.38) 

0.04 

(0.38) 

-0.01* 

(0.09) 

0.01 

(0.34) 

4.38*** 

(0.00) 

-0.01 

(0.33) 

0.03 

(0.40) 

-0.01 

(0.11) 

0.01 

(0.32) 

4.43*** 

(0.00) 

-0.01 

(0.74) 

0.01 

(0.67) 

-0.01* 

(0.08) 

0.01 

(0.35) 

4.38*** 

(0.00) 

-0.01 

(0.47) 

0.03 

(0.43) 

-0.01* 

(0.06) 

0.01 

(0.37) 

6.06** 

(0.04) 

0.01** 

(0.03) 

-0.14** 

(0.05) 

0.01 

(0.47) 

-0.01 

(0.85) 

6.12 

(0.14) 

0.01** 

(0.02) 

-0.11* 

(0.07) 

0.01 

(0.62) 

-0.01 

(0.93) 

5.95 

(0.01) 

0.02*** 

(0.00) 

-0.12** 

(0.04) 

-0.01 

(0.53) 

0.01 

(0.72) 

5.87** 

(0.02) 

0.01 

(0.35) 

-0.11 

(0.15) 

0.01 

(0.26) 

-0.01 

(0.71) 

RR22  0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

AARR((11))  

  

AARR((22))  

  

AARR((33))  

  

0.98*** 

(0.00) 

-0.10 

(0.56) 

0.98*** 

(0.00) 

-0.11 

(0.55) 

0.98*** 

(0.00) 

-0.11 

(0.55) 

0.98*** 

(0.00) 

-0.09 

(0.60) 

 

0.99*** 

(0.00) 

0.23 

(0.30) 

 

0.99*** 

(0.00) 

0.18 

(0.39) 

 

0.62*** 

(0.00) 

0.36* 

(0.06) 

0.11 

(0.15) 

0.99*** 

(0.00) 

0.23 

(0.31) 

 

NN  93 93 93 93 54 54 45 54 

（注）***は 1%有意、**は 5%有意、*は 10%有意。括弧内の数字は確率。 

 

ており、FDIはマイナスで有意となっている（全体でも、符号はマイナスとなっている）。

上記の通り、先進国では国内要因の方に影響力があると考えられるが、その一方で、FDI

の増加は、EPIの悪化を導く傾向が確認される。FDIは技術移転には資するものの、技術

定着にはマイナスの影響を及ぼすといえる。その原因として、非環境 FDIを含んでいる要

因以外にも、技術移転の対象が生産活動に限定されてしまう点を指摘できる。 

	 途上国のみでは、GDPが J以外、軒並みマイナスで有意になっている。一人当り所得水

準が増加するほど、EPI は減少する傾向がある。輸入は、SUM・OA・A2は、すべてのプ

ラスで有意となっている。ただし、OA と A2 の有意水準は異なり、前者が 5%水準である

のに対して、後者は 1%水準である。環境物品の輸入および技術定着の関係に関して、リス
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ト案ごとに効果が一様でないことが改めて分かる。 

	 以上をまとめると、技術定着を促す要因として、輸入を通じた技術移転の重要性が確認

できる。輸入は、FDI と異なり、生産活動に限定されず消費活動にも影響を与えることで

定着効果をもちえる。 

 

 

Ⅳ.	 むすび 
 

	 本報告では、環境技術を体化した環境物品貿易による環境効果を実証分析するために、2

つの仮説の検証を行った。第 1 は、貿易促進を導く自由化効果の検証である。リスト案ご

とに効果は一様でなく、自由化効果は一部確認されたものの、一般化できる結果は得られ

なかった。第 2 は、環境物品貿易による定着効果の検証である。やはり、リスト案ごとに

効果は一様でなかったが、その効果を確認した。そして、技術定着が進めば進むほど、環

境物品の輸入も増加することが確認され、「誘発」による学習作用を示唆する結果をえた。

効果の相違が生じる原因は、体化された環境技術に由来する以外にも、国内での自給の程

度および当該財を判定する国際基準の精度の低さに求められる。 

	 本報告の分析から得られる政策的インプリケーションは、次の 2 点である。第 1 に、輸

入および FDI ともに、途上国への効果が大きい。これは、国内で自給できないためである

と考えられる。第 2 に、複数国間交渉の意義の確認である。リスト案ごとに、種々の効果

は異なっていた。その点では、自由化効果および定着効果ともに高かった「A2リスト」を

起点にして自由化を目指す、現状の複数国間交渉の意義を確認できる。 

	 本報告の内容は、環境物品の貿易効果に関する一般的な分析である。技術的な案件も含

めて、いくつかの課題が残されている。第 1に、BEC分類を用いた用途別の「誘発」の程

度・有無の検証である。この分析を通じて、「誘発」の検証の充実が期待できる。本報告

で取り上げたリスト案では、各用途（とくに、消費財）のサンプル数の確保が難しかった。

第 2 に、環境教育の代理変数の扱いの工夫である。国内変数の工夫はもちろんのこと、技

術支援などの国際的な変数の検討も必要であろう。第 3 に、本報告で得た結果および政策

的インプリケーションを活用した、具体的でかつ実現可能性のある政策提言である。途上

国の抵抗により自由化交渉は停滞しているが、貿易促進による種々の効果の恩恵を得られ

るのは途上国である。したがって、途上国にとって受け入れやすい政策パッケージの検討

が必要である。 
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付図 1：IMOAの先進国合計と途上国合計の比率の推移（%）	  

 

（出所）図 1と同じ 

 

付図 2：IMJの先進国合計と途上国合計の比率の推移（%） 

 
（出所）図 1と同じ 
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付表 1	 26カ国の EPIの推移  

国名 2006 2012 

日本 71.52 72.35 

米国 66.73 67.52 

韓国 61.29 63.79 

オーストラリア 81.2 82.4 

カナダ 72.12 73.07 

ニュージーランド 74.98 76.41 

ノルウェー 77.7 78.04 

スイス 85.95 87.67 

コスタリカ 57.5 58.53 

イギリス 76.31 77.35 

フランス 69.43 71.05 

ドイツ 78.72 80.47 

ハンガリー 68.31 70.28 

ポーランド 67.8 69.53 

ルーマニア 48.1 50.52 

メキシコ 52.66 55.03 

インドネシア 43.19 44.36 

インド 29.97 31.23 

ロシア 50.84 53.45 

ベトナム 51.61 52.97 

ブラジル 50.84 53.45 

イスラエル 52.2 54.91 

トルコ 50.24 53.51 

南アフリカ 73.4 74.36 

イタリア 73.5 75.8 

ポルトガル 73.5 75.8 

（出所）2014EPI（http://epi.yale.edu）より作成 

 

                                            
* 法文教育学域法文学系法文学部経済情報学科、hino@leh.kagoshima-u.ac.jp 
1 技術移転について詳しくは、菰田［1987］を参照。 



 20 

                                                                                                                                
2 これらの課題は、日野［2012、2014］が指摘していた諸仮説の一部を反映したものとなっている。 
3 詳しくは、日野［2011］を参照。 
4	 代わりに、技術援助の効果の大きさを確認している。 
5 Avery and Boadu［2002］は米国商務省の定義を、Jha［2008］はフレンドリストを、それぞれ利用し
ている。 
6 それぞれのリスト案の性質の比較については、日野［2014］を参照。 
7	 先進国は日本・アメリカ・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・ドイツ・イギリス・フランス・
ハンガリー・ポーランド・ルーマニア・イタリア・ポルトガル・ノルウェー・スイス・イスラエス・トル

コの 17カ国、途上国は中国・韓国・コスタリカ・メキシコ・タイ・マレーシア・インドネシア・シンガポ
ール・フィリピン・ベトナム・インド・ブラジル・ロシア・南アフリカの 14カ国である。 
8	 一部の国は、データに制約があるため対象から外している。 
9 Kuriyama［2012］の分析にもとづく。 
10 もちろん、加盟国および参加エコノミーの見解を反映しているため、完全に中立であるわけ
ではない。あくまで、相対的なものである。  
11 その他の推移は、付図 1および 2を参照。	 
12 市場メカニズムを活用した環境物品の自由化は、関税・非課税障壁の削減・撤廃を通じた価格の変化と
いう情報を媒介にして、各主体の環境物品に関する知識を補い、環境物品を選択される政策である（日野

［2012］）。知識が外的に補われているため、当該主体の学習を必ずしも必要としない（しかし、当然なが
ら、学習の契機にはなりえる）。一方、新たな技術の利用は、学習の結果生じるものであり、その継続性・

応用性の原因であり結果である。 
13 World Bank［1992］は、一人当たり実質 GDPと環境被害のタイプの関連性を指摘している。 
14 Jha［2008］も、環境関連 FDIとそれ以外を区別することなく、一括して扱っている。 
15 26カ国とは、日本・アメリカ・韓国・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・ノルウェー・ド
イツ・スイス・コスタリカ・フランス・イギリス・ハンガリー・ポーランド・ルーマニア・メキシコ・イ

ンド・インドネシア・ロシア・ベトナム・ブラジル・イスラエル・トルコ・南アフリカ・イタリア・ポル

トガルである。それぞれの値の推移は、付表 1を参照。 


